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 大口町保育所等給食費軽減対策支援金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

 

  令和７年９月３０日 
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大口町保育所等給食費軽減対策支援金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町保育所等給食費軽減対策支援金交付要綱（令和５年大口町告示第９９号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「令和６年度」を「令和７年度」に、「令和７年２月２０日６子支第２

１８３号」を「令和７年７月２４日７子支第９０７号」に改める。 

第３条中「令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで」を「令和７年７月

１日から令和７年９月３０日まで」に改める。 

 別表２交付要件の項中「令和６年１０月」を「支援金の対象期間の始期」に、「令

和６年度」を「令和７年度上半期」に、「負担していること。（ただし、令和６年

４月から同年９月までを除く。）」を「負担していること。（ただし、支援金の対

象期間以外の期間を除く。）」に改め、同表４基準額の項を次のように改める。 

４基準額 給食実施延児童数に１食１００円を乗じて得た額 

 様式第１中「令和６年１０月」を「支援金の対象期間の始期」に、「令和６年度」

を「令和７年度上半期」に、「負担している。（ただし、令和６年４月から同年９

月までを除く。）」を「負担している。（ただし、支援金の対象期間以外の期間を

除く。）」に改める。 

 様式第５中「令和６年１０月」を「支援金の対象期間の始期」に、「令和６年度」

を「令和７年度上半期」に、「負担している。（ただし、令和６年４月から同年９

月までを除く。）」を「負担している。（ただし、支援金の対象期間以外の期間を

除く。）」に改める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、令和７年７月１日から適用する。 

 

 



大口町保育所等給食費軽減対策支援金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、令和７年度愛知県保育所

等給食費軽減対策支援金交付要綱（令和７年

７月２４日７子支第９０７号）の規定に基づ

き、物価高騰の影響を受けながら利用児童に

対して安定的な給食を実施している保育所等

に対し予算の範囲内で交付する大口町保育所

等給食費軽減対策支援金（以下「支援金」と

いう。）について、町費補助金等の予算執行

に関する規則（昭和５３年規則第３号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

第１条 この要綱は、令和６年度愛知県保育所

等給食費軽減対策支援金交付要綱（令和７年

２月２０日６子支第２１８３号）の規定に基

づき、物価高騰の影響を受けながら利用児童

に対して安定的な給食を実施している保育所

等に対し予算の範囲内で交付する大口町保育

所等給食費軽減対策支援金（以下「支援金」

という。）について、町費補助金等の予算執

行に関する規則（昭和５３年規則第３号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （対象期間）  （対象期間） 

第３条 支援金の算定対象期間は、令和７年７

月１日から令和７年９月３０日までとする。 

第３条 支援金の算定対象期間は、令和６年１

０月１日から令和７年３月３１日までとす

る。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 内容 

略 略 

２交付要

件 

「１交付対象」に掲げる施設

のうち、次の各号のいずれに

も該当する場合。 

(1) 略 

(2) 支援金の対象期間の始期

以降、施設を利用する児童

に対して、給食を継続して

実施していること。 

(3) 令和７年度上半期におい

て、物価高騰による給食費

の影響分について、事業者

が負担していること。（ただ

し、支援金の対象期間以外

の期間を除く。） 

略 略 

４基準額 給食実施延児童数に１食１０

０円を乗じて得た額 
 

略 略 

２交付要

件 

「１交付対象」に掲げる施設

のうち、次の各号のいずれに

も該当する場合。 

(1) 略 

(2) 令和６年１０月以降、施

設 を 利 用 す る 児 童 に 対 し

て、給食を継続して実施し

ていること。 

(3) 令和６年度において、物

価高騰による給食費の影響

分について、事業者が負担

していること。（ただし、令

和６年４月から同年９月ま

でを除く。） 

 

略 略 

４基準額 給食実施延児童数に１食１１

０円を乗じて得た額 
 



新 旧 

様式第１（第４条関係） 様式第１（第４条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第５（第７条関係） 様式第５（第７条関係） 

【別記】 【別記】 

 



大口町長　　　　　　様

（ ）

支援金の対象期間の始期以降、施設を利用する児童に対して、給食を継続して実施している。

この支援金の収入及び支出等に係る証拠書類を５年間適切に整備保管する。

以上の要件及び申請書の内容に相違ない。

（新）

令和７年度上半期において、物価高騰による給食費影響分について、事業者が負担している。（ただし、支
援金の対象期間以外の期間を除く。）

【申立事項】

区　　　分

対象期間中における
給食実施延児童数

交付申請日時点において、大口町内に所在する保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）、家庭的保育事業所、小規
模保育事業所、事業所内保育事業所である。

月月

担　当　者

氏　　名

月月

×＠人 　円

月月 計

交付申請額 　　　　　　　　　円

様式第１（第４条関係）

大口町保育所等給食費軽減対策支援金交付申請書

法人所在地

代表者職名 氏 　名

日年 月

申　請　者

電話番号

　次のとおり申請します。

所 在 地

名    称
対象施設

メールアドレス



大口町長　　　　　　様

（ ）

令和６年１０月以降、施設を利用する児童に対して、給食を継続して実施している。

この支援金の収入及び支出等に係る証拠書類を５年間適切に整備保管する。

以上の要件及び申請書の内容に相違ない。

（旧）

令和６年度において、物価高騰による給食費影響分について、事業者が負担している。（ただし、令和６年
４月から同年９月までを除く。）

【申立事項】

区　　　分

対象期間中における
給食実施延児童数

交付申請日時点において、大口町内に所在する保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）、家庭的保育事業所、小規
模保育事業所、事業所内保育事業所である。

月月

担　当　者

氏　　名

月月

×＠人 　円

月月 計

交付申請額 　　　　　　　　　円

様式第１（第４条関係）

大口町保育所等給食費軽減対策支援金交付申請書

法人所在地

代表者職名 氏 　名

日年 月

申　請　者

電話番号

　次のとおり申請します。

所 在 地

名    称
対象施設

メールアドレス



大口町長　　　　　　様

支援金の対象期間の始期以降、施設を利用する児童に対して、給食を継続して実施している。

この支援金の収入及び支出等に係る証拠書類を５年間適切に整備保管する。

以上の要件及び実績報告の内容に相違ない。

令和７年度上半期において、物価高騰による給食費影響分について、事業者が負担している。（ただし、支
援金の対象期間以外の期間を除く。）

実 績 報 告 額

既 交 付 決 定 額

差 引 額

大口町保育所等給食費軽減対策支援金実績報告書

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

対象施設
所 在 地

名    称

代表者職名 氏 　名

【申立事項】

交付申請日時点において、大口町内に所在する保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）、家庭的保育事業所、小規
模保育事業所、事業所内保育事業所である。

　　　　　　　　　円

月 月 計

対象期間中における
給食実施(延)児童数

区　　　分 月 月 月

　次のとおり報告します。

月

申　請　者

法人所在地

担　当　者

氏　　名

電話番号

メールアドレス

月 日

様式第５（第７条関係）

年

（新）



大口町長　　　　　　様

令和６年１０月以降、施設を利用する児童に対して、給食を継続して実施している。

この支援金の収入及び支出等に係る証拠書類を５年間適切に整備保管する。

以上の要件及び実績報告の内容に相違ない。

令和６年度において、物価高騰による給食費影響分について、事業者が負担している。（ただし、令和６年
４月から同年９月までを除く。）

実 績 報 告 額

既 交 付 決 定 額

差 引 額

大口町保育所等給食費軽減対策支援金実績報告書

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

対象施設
所 在 地

名    称

代表者職名 氏 　名

【申立事項】

交付申請日時点において、大口町内に所在する保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）、家庭的保育事業所、小規
模保育事業所、事業所内保育事業所である。

　　　　　　　　　円

月 月 計

対象期間中における
給食実施(延)児童数

区　　　分 月 月 月

　次のとおり報告します。

月

申　請　者

法人所在地

担　当　者

氏　　名

電話番号

メールアドレス

月 日

様式第５（第７条関係）

年

（旧）


